
令和７年１月１日から令和７年１２
月３１日までに特許庁に出願完了
した国内の特許案件

令和５年１月１日から令和７年１２
月３１日までに特許庁に登録完了
した国内の商標案件のうち、活用
実績（対象案件を使用した製品や
サービスが国内外において販売
実績がある、ライセンス収入を得
ている等）を有するもの

特許

商標

審査基準

スケジュール

特許：出願特許の新規性・独創性/
企業化への実現可能性/
市場における発展性・将来性

商標：登録商標の独創性・印象性/
商品・サービスとの関連性/
市場における発展性・将来性

応募対象案件

被顕彰数及び活動奨励金

審査基準・スケジュール

応募方法

応募

（R7.12月～
R8.2月）

審査会

（R8.2月末）

被顕彰企業等
決定公表

（R8.3月中旬）

特許

商標

特許：1件当たり 20万円
（3件以内）

商標：1件当たり 5万円
（4件以内）

【お問い合わせ・提出先】
大分県商工観光労働部工業振興課 工業支援班 担当：師井
〒870-8501 大分市大手町３丁目１番１号
TEL：097-506-3278/FAX：097-506-1753/Email：a14130@pref.oita.lg.jp

県ホームページから「応募用紙」をダウンロードし、
必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して郵送
または持参してください。

■提出書類（各８部）
①応募用紙（様式あり）
②出願書類の写し（特許：明細書・図面、出願番号通知等/

商標：商標登録証、活用実績が確認できる書類等）
③直近の決算書（個人事業主の場合は確定申告書等）
④会社案内 パンフレット等（あれば）

受賞企業には賞金を交付します

【応募詳細はこちら】

令和７年度

特許・商標

チャレンジコンテスト

mailto:a14130@pref.oita.lg.jp

